
富山市、大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、 
山田村、細入村の合併に向けて 

21世紀の新しいまちづくり 

富山地域 
合併協議会だより 
富山地域 
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合併協議が大詰めを迎えています
富山地域合併協議会設立から１年。事務事業の一元化作業や合

併に必要な協議を鋭意進めてきた結果、４月の協議会に特別職、

一般職、議会の議員の身分の取り扱い等が提案されるなど、合併

協議は、いよいよ大詰めを迎えています。

富山地域合併協議会だよりNo.６ 平成１６年５月発行
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第
１２
回
協
議
会

●
３
月
２２
日
、
と
や
ま
自
遊
館
で
開
催

●
出
席
委
員＝

４８
人

●
傍
聴＝

報
道
関
係

１１
社（
１５
人
）

一
般（
８
人
）

●
議

案
（
正
式
協
議
）

�
協
定
項
目
１４
「
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
（
そ
の

２
）」
に
つ
い
て

７
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認

さ
れ
ま
し
た

①
行
政
財
産
及
び
普
通
財
産

・
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
料⇒

合
併
時
に
富
山
市
の
例

に
よ
り
統
合
す
る
。

・
普
通
財
産
の
貸
付
料⇒

行
政
財
産
と
同
じ
算
出
方
法
と

す
る
。
た
だ
し
、
既
存
分
に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
５
年
を
目
途
に
統
一
す
る
。

②
火
葬
場
使
用
料
等⇒

合
併
時
に
再
編
す
る
。

・
市
民
料
金＝

１２
歳
以
上
一
万
円
、
１２
歳
未
満
八
千
円
、

死
胎
六
千
円
、
身
体
の
一
部
六
千
円
。
た
だ
し
、
市
民

は
無
料
に
減
免
す
る
。

・
市
外
料
金＝

１２
歳
以
上
三
万
五
千
円
、
１２
歳
未
満
二
万

一
千
円
、
死
胎
一
万
四
千
円
、
身
体
の
一
部
一
万
四
千

円
。
た
だ
し
、
立
山
町
は
、
市
民
料
金
の
５
割
増
に
減

免
す
る
。

・
胞
衣
産
汚
物
焼
却
炉
使
用
料
は
、
富
山
市
の
例
に
よ
り

統
合
す
る
。

・
富
山
市
斎
場
の
式
場
・
会
館
使
用
料
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

③
墓
地
使
用
料
等⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

④
幼
稚
園
保
育
料⇒
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

５
年
で
統
一
料
金
を
設
定
す
る
。

⑤
道
路
占
用
料⇒

合
併
時
に
富
山
市
の
例
に
よ
り
統
合
す

る
。

⑥
河
川
占
用
料（
使
用
料
）⇒

合
併
時
に
富
山
市
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

⑦
公
園
占
用
料（
使
用
料
）⇒

合
併
時
に
富
山
市
の
例
に
よ

り
統
合
す
る
。

＊
現
況
比
較
表
は
、
３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�
協
定
項
目
２１－

３「
福
祉
保
健
関
係
事
業
の
取
扱
い（
そ

の
１
）」
に
つ
い
て

６
計
画
策
定
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

①
地
域
福
祉
計
画
、
②
障
害
者
福
祉
計
画
、
③
高
齢
者

保
健
福
祉
計
画
、
④
介
護
保
険
事
業
計
画
、
⑤
健
康
増

進
計
画
、
⑥
児
童
育
成
計
画
・
次
世
代
育
成
支
援
行
動

計
画⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
、

新
市
に
お
い
て
新
た
な
計
画
を
策
定
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

８「
都
市
整
備
関
係
事
業
の
取
扱
い（
そ

の
３
）」
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

・
定
住
促
進
支
援
事
業⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぎ
、
合
併
後
に
再
編
す
る
。

�
協
定
項
目
２１－

１０
「
教
育
関
係
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の

１
）」
に
つ
い
て

１２
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

①
通
学
区
域
事
務

・
通
学
区
域⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

新
市（
富
山
市
）の
事
務
所
の
位
置
は
、

現
富
山
市
役
所
に

介
護
保
険
料
の
算
定
方
法
は
、合
併
時
に
富
山
市
の
例
に
統
合

合
併
基
本
４
項
目
の
一
つ
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
を
現
富
山
市
役
所
に
置
く
こ
と
や
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
関
心
の

高
い
「
介
護
保
険
事
業
」
に
つ
い
て
、
そ
の
保
険
料
の
算
定
方
法
な
ど
を
富
山
市
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
こ
と
が
第
１３

回
合
併
協
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
協
議
会
で
、「
財
産（
債
務
を
含
む
）及
び
公
の
施
設
の
取
扱
い
」

が
提
起
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
事
務
事
業
一
元
化
に
関
す
る
進
捗
状
況
は
、
約
９５
％
に
達
し
て
い
ま
す
。
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定住促進支援事業

○ヤングファミリー住宅取得資金利子補給
①対象 ・住宅金融公庫、年金資金運用基金、雇用・能力開発機構の融資を受ける、年齢合計が７０歳以下の夫婦

・床面積が７０㎡以上１７５㎡以下
②補助金額 年６万円（上限） ③補助期間 ５年以内

○都心居住推進 都心地区（４３６ha)において優良賃貸住宅を建築する場合に補助

該当なし

○新婚家庭住宅建築資金利子補給
①対象 ・いずれかが４０歳未満の夫婦（婚姻後５年以内、３年以内に婚姻予定） ・床面積が７０㎡以上１７５㎡以下
②助成金額 年６万円（上限） ③助成期間 ５年（最長）

○持ち家取得奨励事業
①対象 床面積が７５㎡以上
②補助金額 ・用途地域内は、５０万円 ・用途地域外で宅地購入し、３年以内に住宅を建築した場合は５０万円

・上記以外は４０万円
○地域木造住宅供給推進事業
①対象 ウッドタウン内の公共施設 ②補助金額 補助率２／３以下（１，０００万円以内）

該当なし

○定住促進支援金
①対象 ・村内に１年以上住所を有する、２０歳以上４０歳以下の者（転入・分家者のみ） ・床面積が７０㎡以上
②支援金額 １棟５０万円

該当なし

事務
事業名

富

山

市

大
沢
野
町

大
山
町

八

尾

町

婦
中
町

山
田
村

細
入
村

現

況

幼稚園保育料

保育料月額８，０００円

保育料月額８，０００円

保育料月額８，０００円

保育料月額８，０００円

保育料月額９，０００円

幼稚園なし

幼稚園なし

墓地使用料等

市営墓地
・墓地使用料 １㎡＝６３，４００円
新長岡墓地 ３．９６㎡＝２５０千円、６㎡＝３８０千円

・墓地管理料 なし

町営墓地
・墓地使用料 ５㎡＝１８０千円
・墓地管理料 年額１，２６０円（３箇年分一括前納）

町営墓地
・墓地使用料 ５㎡＝１７５千円

６．５㎡＝２５４千円（昭和６０年分）
６．５㎡＝２６４千円（平成７年分）
１０㎡＝４３０千円

・墓地管理料 年額２，１００円（５箇年分一括前納）

婦負斎場組合墓地
・墓地使用料
第１種（４㎡）２２０千円、第２種（５㎡）２８０千円、
第３種（６㎡）３４０千円

・永代管理料
第１種（４㎡）２１，０００円、第２種（５㎡）２６，２５０円
第３種（６㎡）３１，５００円

町営墓地及び婦負斎場組合墓地
・町営墓地使用料 １㎡＝６０千円
・町営墓地管理料 年額３，０００円

婦負斎場組合墓地

村営墓地なし

火葬場使用料等

１３歳以上１０，０００円、１２歳以下８，０００円、死産６，０００円、
産汚物類３，０００円
富山市民は無料 大山町民は市民料金 市外は５割増
（その他） 立山町火葬協力金１体５００円
式場使用料 １回５，０００円
会館（１回） １階ホール（待合室）無料

２階１２．６㎡１，５００円、１３．４４㎡１，５００円、
４４．８㎡２，５００円

３階３１．５㎡２，０００円、６５．２８㎡３，０００円

１３歳以上１０，０００円、１歳以上１３歳未満６，０００円、
１歳未満４，０００円、産汚物類４，２００円
住民以外は５割増 生活扶助世帯は５割減免

富山市斎場を使用

婦負斎場を使用（婦負斎場組合）
１２歳以上１０，０００円、１２歳未満６，０００円、死産４，０００円、
身体の一部４，０００円、産汚物類４，０００円
住民以外は１０割増 生活扶助世帯は減免

婦負斎場を使用（婦負斎場組合）

婦負斎場を使用（婦負斎場組合）

大沢野町斎場を使用

種別

富

山

市

大
沢
野
町

大

山

町

八

尾

町

婦
中
町

山
田
村

細
入
村

現

況

■都市整備関係事業における７市町村j現況比較資料：抜粋

■使用料・手数料（その２）における７市町村現況比較資料：抜粋

富山地域合併協議会だより
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・
就
学
指
定
校
変
更
許
可
要
件⇒

合
併
後
、
緩
和
の
方
向

で
統
一
す
る
。

・
区
域
外
就
学
許
可
要
件（
他
市
町
村
間
）⇒

合
併
時
ま
で

に
統
一
す
る
。

②
学
校
再
編⇒

合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
各
事
例
ご
と
に

検
討
す
る
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○「
学
校
再
編
」
に
つ
い
て
、
新
市
に
お
い
て
も
保
護
者
の

意
見
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を
求
め
る
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。

③
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
営⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

④
遠
距
離
通
学
補
助⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

⑤
私
立
高
等
学
校
・
幼
稚
園
補
助
（
教
育
振
興
事
業
、
施

設
整
備
事
業
）⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
の
例
に
よ
り
統

合
す
る
。

⑥
公
・
私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費⇒

合
併
時
に
、
富
山
市
、

八
尾
町
、
婦
中
町
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

⑦
学
校
給
食
運
営
方
法（
運
営
形
態
、
生
鮮
食
品
の
購
入
）

⇒

学
校
給
食
用
物
資
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
、
合
意
が
得
ら
れ
た

地
域
か
ら
順
次
財
団
法
人
富
山
市
学
校
給
食
会
委
託
へ

移
行
す
る
。

⑧
学
校
給
食
調
理
場
の
運
営⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

⑨
学
校
給
食
費
（
集
金
方
法
、
月
額
給
食
費
、
年
額
給
食

費
）⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
合
併
後
、

統
一
す
る
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○「
学
校
給
食
」
に
つ
い
て
、
給
食
用
物
資
の
購
入
は
、
現

納
入
業
者
の
営
業
継
続
、
ま
た
、
地
産
地
消
と
い
う
農
業

施
策
と
の
関
連
等
か
ら
、
で
き
る
限
り
現
体
制
を
維
持
し

て
ほ
し
い
旨
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

学校給食費
①集金方法 ②給食費（月額）

③給食費（年額）

①１０ヵ月集金
②小学校低学年４，４００円、中学
年４，６５０円、高学年５，０００円、
中学校５，６５０円、幼稚園３，９００
円
③小学校低学年４４，０００円、中
学年４６，５００円、高学年５０，０００
円、中学校５６，５００円、幼稚
園３９，０００円

①１１ヵ月集金
②小学校４，７００円、中学校
５，３００円、幼稚園 ３，８００円
③小学 校５１，７００円、中 学 校
５８，３００円、幼稚園４１，８００円

①１１ヵ月集金
②小学校 ４，３００円、中学校
４，７００円、幼稚園 ３，４００円
③小学 校４７，３００円、中 学 校
５１，７００円、幼稚園３７，４００円

①１１ヵ月集金
②小学校 ４，８００円、中学校
５，４００円、幼稚園 ２，６００円
③小学 校５２，８００円、中 学 校
５９，４００円、幼稚園２８，６００円

①１１ヵ月集金
②小学校 ４，７００円、中学校
５，３００円、幼稚園 ３，９００円
③小学 校５１，７００円、中 学 校
５８，３００円、幼稚園４２，９００円

①１１ヵ月集金
②小学校４，６００円、中学校
５，７００円
③小学 校５０，６００円、中 学 校
６２，７００円

①１１ヵ月集金 ②小学校
４，７００円、中学校 ５，２００円
③小学 校５１，７００円、中 学 校
５７，２００円

学校給食調理場の運営

・単独校調理場
小学校４９校、
中学校４校
・給食センター（２ヵ所）
中学校１４校
単独校は自校及び委託炊飯
併用、共同調理場は委託炊
飯

・単独校調理場
小学校４校、中学校１校
委託炊飯校
小学校２校、中学校１校
自校炊飯校 小学校２校

・単独校調理場
小学校４校、中学校１校
委託炊飯校
小学校２校、中学校１校
自校炊飯校 小学校２校

・単独校調理場
小学校４校、中学校２校
委託炊飯校
小学校３校、中学校２校
自校炊飯校 小学校１校

・単独校調理場
小学校７校、中学校３校
委託炊飯校
小学校７校、中学校３校

・単独校調理場
小学校１校、中学校１校

・単独校調理場
小学校１校、中学校１校

学校給食運営方法
①運営形態
②生鮮食品の購入

①財団法人富山市学
校給食会に委託
②財団法人富山市学
校給食会による一
括共同購入（物資
購入委員会で決
定）

①直営
②大沢野町学校給食
納入組合より購入

①直営
②大山町商業協同組
合より購入

①直営
②八尾町内業者より
購入

①直営
②各学校指定業者よ
り購入

①直営
②各学校指定業者よ
り購入

①直営
②各学校指定業者よ
り購入

遠距離通学補助

・西番地区から太田
小学校へ通う定期
代の６割補助

・池多小学校区から
呉羽中学校へ通う
通学費の２割補助

該当なし

下番新町から上滝中
学校への冬期間の通
学定期代全額補助

該当なし

該当なし

該当なし

公共交通で通学する
中学生徒の定期代補
助。
旧猪谷小校区 定期
代の１００％、旧楡原
小校区 定期代の
６５％

スクールバス運営

該当なし

町所有のバスを利
用（小羽小学校区
～大沢野中学校）

スクールバス有り
（コミュニティバ
スにも利用）

コミュニティバス
を利用

単独のスクールバ
ス（音川小学校区
～城山中学校…平
成１６年４月からの
予定）

コミュニティバス
を利用

単独のスクールバ
ス

学校再編

平成１６年４月から、小
学校２校を１校に一次
統合し、その後もう１
校とも統合する予定。
小学校４校の統合を協
議中。小学校の分離新
設を協議中。
小学校数４９校
中学校数１８校

検討中。
小学校数４校
中学校数１校

該当なし。
小学校数４校
中学校数１校

平成１５年４月から、小
学校８校を４校に統
合。休校措置の４校の
跡地問題あり。
小学校数４校
中学校数２校

中学校２校を統合。
小学校数７校
中学校数２校

該当なし。
小学校数１校
中学校数１校

平成１５年４月から２校
を１校に統合。
小学校数１校
中学校数１校

事務
事業名

富
山
市

大
沢
野
町

大
山
町

八
尾
町

婦
中
町

山
田
村

細
入
村

現

況

■教育関係事業（その１）における７市町村現況比較資料：抜粋
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⑩
公
立
幼
稚
園
の
受
入
れ
年
齢
、
通
園
区
域

・
就
園
年
齢⇒

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

・
通
園
区
域⇒

新
市
全
域
と
す
る
。

⑪
公
立
幼
稚
園
の
統
廃
合⇒

合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
各
事

例
ご
と
に
検
討
す
る
。

⑫
図
書
館
施
設
の
所
在
地
及
び
運
営
状
況

・
所
在
地
等⇒
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
設
置
状
況⇒

合
併
後
に
、
山

田
村
、
細
入
村
の
図
書
館
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、
図
書
館
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
。

�
平
成
１６
年
度
富
山
地
域
合
併
協
議
会
事
業
計
画
に
つ
い
て

事
業
目
標
及
び
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

・
事
業
目
標⇒

合
併
特
例
法
の
適
用
期
限
ま
で
の
合
併
を

目
途
に
構
成
市
町
村
で
の
協
議
・
調
整
に
努
め
る
。
ま

た
、
新
市
へ
の
移
行
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
準
備
作

業
に
努
め
る
。

・
事
業
内
容

�１
会
議
の
開
催⇒

協
議
会
、
幹
事
会
、
専
門
部
会
等
を

適
宜
開
催
す
る
。

�２
行
政
制
度（
事
務
事
業
）の
協
議
・
調
整⇒

構
成
市
町

村
に
お
け
る
行
政
制
度
（
事
務
事
業
）
の
協
議
及
び

調
整
を
行
う
。

�３
合
併
情
報
の
提
供⇒

「
協
議
会
だ
よ
り
」、
各
種
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
、
新
市
誕
生
広
告
等
を
通
じ
て
、
住
民
の

皆
さ
ん
へ
の
積
極
的
な
情
報
提
供
を
行
う
。

�４
そ
の
他⇒

合
併
協
定
書
の
調
印
式
の
実
施
。
ま
た
、

国
や
県
と
の
調
整
の
ほ
か
、
必
要
な
事
業
を
適
宜
実

施
す
る
。

�
平
成
１６
年
度
富
山
地
域
合
併
協
議
会
歳
入
歳
出
予
算
つ

い
て

平
成
１６
年
度
富
山
地
域
合
併
協
議
会
歳
入
歳
出
予
算
が

原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
報

告

�
事
務
事
業
一
元
化
の
調
整
結
果
に
つ
い
て

平
成
１６
年
３
月
末
現
在
の
進
捗
状
況
と
し
て
、
約
９２
％

の
事
務
事
業
に
つ
い
て
協
議
済
み
で
あ
る
旨
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

歳入 （単位：千円）

金 額

４９，５００

１

１０，５００

６０，００１

説 明

構成市町村負担金（均等割・人口割分）

預金利息等

前年度繰越金

歳 入 合 計

区分

１ 負担金

３ 諸収入

４ 繰越金

歳出 （単位：千円）

金 額

７，９７１

２０，８０９

３１，２２０

１

６０，００１

説 明

協議会委員等報酬
協議会会議録作成等業務委託料
協議会会場借上料など

事務局消耗品費
事務所維持管理委託料
事務機器等のリース料など

協議会だより等の印刷製本費
HP作成等の委託料
条例・例規関係調査業務委託料など

歳 出 合 計

区分

１ 運営費

２ 事業費

３ 予備費

①新市建設計画の策定：総務大臣及び県知事へ送付

②事務事業一元化調整方針案の承認

�
�
�
5月～6月

③合併に関する協定書の調印 8月

④各市町村議会における合併関連議案の議決 9月

⑤合併申請書を県へ提出

⑥合併関連情報の提供：協議会だより、新市の市章デザイン等の募

集、各種パンフレットの作成・配布など

上半期の予定：４月～９月

⑦合併（廃置分合）に関する県議会の議決 12月

⑧県知事が合併（廃置分合）を定め、総務大臣へ届け出

⑨総務大臣が告示し、関係機関に通知 17年1月・2月

⑩新市誕生に関する情報提供：新市発足による変更内容等の周知、

新聞広告の掲載など

下半期の予定：１０月～１７年３月

■富山地域合併協議会平成１６年度事業計画及びスケジュール

■平成１６年度富山地域合併協議会歳入歳出予算

富山地域合併協議会だより
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第
１３
回
協
議
会

●
４
月
２７
日
、
と
や
ま
自
遊
館
ホ
ー
ル
で
開
催

●
出
席
委
員＝

４３
人

●
傍
聴＝
報
道
関
係
１０
社（
１５
人
）

一
般（
２６
人
）

●
議

案
（
正
式
協
議
）

�
協
定
項
目
４
「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」
に
つ
い
て

「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
富
山
市
新
桜
町
７
番
３８

号
（
現
富
山
市
役
所
）
と
す
る
。」
と
い
う
調
整
方
針

が
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
新
市
の
名
称
等
検
討
委
員
会
か
ら
の
報
告
】

合
併
協
議
会
か
ら
付
託
を
受
け
、「
新
市
の
事
務
所
の
位

置
」
に
関
し
協
議
し
て
い
た
同
検
討
員
会
よ
り
次
の
と
お
り

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

①
住
民
の
利
便
性
、
交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署
と
の
関
係
、

既
存
庁
舎
の
収
容
能
力
等
を
考
慮
し
、
決
定
し
た
こ
と
。

②
関
連
事
項
と
し
て
会
長
よ
り
新
た
に
付
託
を
受
け
た
組

織
・
機
構
に
つ
い
て
、「
行
財
政
改
革
や
効
率
性
の
観
点

な
ど
か
ら
、
既
存
の
市
町
村
庁
舎
に
本
庁
及
び
住
民
生
活

に
密
着
し
た
事
務
等

を
担
う
総
合
行
政
セ

ン
タ
ー
（
仮
称
）
を

置
く
本
庁
方
式
が
望

ま
し
い
」
と
し
た
こ

と
。

③「
組
織
・
機
構
」
の
検

討
に
際
し
、
専
門
的

な
事
柄
も
多
い
こ
と

か
ら
、
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
意
見
等
を
参
考

と
し
な
が
ら
、
検
討

し
て
い
く
こ
と
に
し

た
こ
と
。

＊
第
３
回
新
市
の
名
称
等
検
討
委
員
会
に
お
け

る
会
議
内
容
は
、
８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

《
参
考
》

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
、

地
方
自
治
法（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）に

次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
４
条

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
事
務

所
の
位
置
を
定
め
又
は
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
で
こ
れ
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
事
務
所
の
位
置
を
定
め
又
は

こ
れ
を
変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
住

民
の
利
用
に
最
も
便
利
で
あ
る
よ
う
に
、

交
通
の
事
情
、
他
の
官
公
署
と
の
関
係

等
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

�
協
定
項
目
１３
「
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱

い
」
に
つ
い
て

３
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整

方
針
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

①
一
部
事
務
組
合

�１
細
入
村
大
沢
野
町
学
校
組
合
、
婦
負
斎

場
組
合
、
富
山
・
大
山
国
民
宿
舎
事
務

組
合
、
富
山
広
域
農
業
共
済
事
務
組
合
、

上
婦
負
介
護
保
険
事
務
組
合⇒

合
併
の

日
の
前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
財
産
及

び
そ
の
事
務
等
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

�２
富
山
県
中
央
衛
生
処
理
組
合
、
富
山
県

中
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
組
合⇒

合
併
時
ま

で
の
統
合
を
検
討
す
る
。

�３
富
山
地
区
広
域
圏
事
務
組
合
、
三
郷
利

一部事務組合

上婦負介護保険事務組
合

平成１１年２月７日

大沢野町、大山町、
八尾町、婦中町、
山田村、細入村

婦中町速星７４９番地４

・介護保険事業
・介護保険サービス基
盤の調査及び研究

土地７４８．９９㎡
建物４５４．２０㎡

普通自動車１台

財政調整基金
５０，１０７，７７６円

介護給付費準備基金
３８，４９３，０８９円

富山広域農業共済事務
組合

平成２年３月３１日

大沢野町、大山町、八
尾町、婦中町、山田村、
細入村、富山市

富山市安養寺３４２番地

農業共済事業

建物９７９．４８㎡

選別機 外

富山・大山国民宿舎事
務組合

昭和５１年１０月６日

大山町、富山市

大山町上滝５２５番地
（大山町役場内）

国民宿舎の設置，管理
及び運営

土地６，０８９．６９㎡
建物３，７２９．３１㎡

中型バス２台
マイクロバス１台
ワゴン車２台 外

婦負斎場組合

昭和５１年１２月３日

婦中町、八尾町、山田
村

婦中町速星７５４番地
（婦中町役場内）

婦負斎場及び墓地公園
の設置、管理及び運営

土地７４５９０．３５㎡
建物８６０．１９８㎡

軽四自動車１台 外

墓地公苑管理基金
９，８７９，６０２円

富山県中央衛生処理組
合

昭和３９年４月１４日

富山市、大沢野町、
大山町、八尾町、
細入村

大沢野町万願寺４３９番
地

し尿浄化槽汚泥処理

土地１０２４７１３７９９．４１㎡
建物４８９４．８３㎡

普通自動車１台
軽四自動車１台 外

財政調整基金
１４１，７８１，０００円

施設整備事業基金
１１１，５３４，０００円

細入村大沢野町学校組
合

昭和４２年４月１日

細入村、大沢野町

細入村楡原１０８８番地
（細入村役場内）

神通碧小学校及び楡原
中学校の設置、管理及
び教育事務

土地１０２４６㎡
建物５１５１．３８㎡

マイクロバス１台
スクールバス１台 外

区 分

名 称

設立年月日

構 成
市 町 村

事務所の
位 置

共同処理
する事務

公有
財産

物品

基金

財

産

一部事務組合は、地方公共団体の事務の一部を共同処理するために設けられる組合のことで、市町村の区域を越えた広域的な事務処理に活用されています。
新設合併の場合、同組合を構成する市町村の法人格が消滅することから、当該組合等の脱退、加入などについて、協議しておく必要があります。

■一部事務組合に関する現況資料：抜粋

八嶋委員長を中心に、検討委員会では「住民の視点」
を重視した議論が行われています
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田
用
水
市
町
村
組
合
、
常
願
寺
川
右
岸
水
防
市
町
村

組
合
、
富
山
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
、
富
山
県
市

町
村
会
館
管
理
組
合⇒

合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て

当
該
組
合
を
脱
退
し
、
富
山
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
を
除
き
、
新
市
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合

に
加
入
す
る
。

②
共
同
設
置
及
び
事
務
委
託

�１
富
山
県
町
村
公
平
委
員
会⇒

合
併
の
日
の
前
日
を
も

っ
て
当
該
組
合
を
脱
退
し
、
新
市
に
お
い
て
新
た
な

公
平
委
員
会
を
設
置
す
る
。
な
お
、
同
委
員
会
の
構

成
等
は
、
類
似
都
市
を
参
考
に
新
た
に
定
め
る
。

�２
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
係
る
認
定
及
び

審
査
に
関
す
る
事
務
の
委
託⇒

現
行
の
と
お
り
新
市

に
お
い
て
富
山
県
に
委
託
す
る
。

�３
証
明
書
等
の
交
付
等
に
関
す
る
事
務
の
委
託⇒

現
行

の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
市
町
村
が
相
互
に
委
託
す
る
。

③
土
地
開
発
公
社

富
山
市
土
地
開
発
公
社
、
八
尾
町
土
地
開
発
公
社
、
婦

中
町
土
地
開
発
公
社⇒

合
併
時
ま
で
に
統
合
す
る
。
な

お
、
新
市
の
土
地
開
発
公
社
は
、
富
山
市
土
地
開
発
公

社
を
存
続
さ
せ
る
方
向
で
協
議
す
る
。

�
協
定
項
目
１４
「
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
（
そ
の

３
）」
に
つ
い
て

市
町
村
営
施
設
に
つ
い
て
、「
原
則
と
し
て
、現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
な
お
、
同
一
又
は
類
似
施
設

の
使
用
料
等
は
、
施
設
の
規
模
、
実
態
等
を
考
慮
し
な

が
ら
、
合
併
後
再
編
す
る
。」
と
い
う
調
整
方
針
が
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

�
協
定
項
目
２０「
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
」に
つ
い
て

３
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
調
整
方
針
が
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

①
介
護
保
険
料
の
算
定⇒

合
併
時
に
富
山
市
の
例
に
よ
り

統
合
す
る
。
な
お
、
平
成
１８
年
度
以
降
の
保
険
料
は
、

新
市
に
お
い
て
新
た
に
策
定
す
る
介
護
保
険
事
業
計
画

に
基
づ
い
て
算
定
す
る
。

②
介
護
保
険
料
の
賦
課
・
徴
収
事
務⇒

合
併
時
に
６
町
村

の
例
に
よ
り
統
合
す
る
。

③
介
護
保
険
料
の
減
免
・
徴
収
猶
予⇒

現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
。

●
報

告

�
事
務
事
業
一
元
化
の
調
整
結
果
に
つ
い
て

平
成
１６
年
４
月
２２
日
現
在
の
進
捗
状
況
と
し
て
、
約
９５

％
の
事
務
事
業
が
協
議
済
み
で
あ
る
旨
報
告
さ
れ
ま
し

た
。

【
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
等
】

○「
新
市
の
行
政
組
織
」
に
関
す
る
協
議
を
早
め
て
欲
し
い

と
の
要
望
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
新
市
の
名
称
等
検

討
委
員
会
に
も
諮
り
な
が
ら
、
５
月
中
旬
に
は
、
そ
の
概

要
を
お
示
し
で
き
る
よ
う
努
め
る
旨
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

参考�ともに６５歳以上の夫婦２人暮らしの場合の介護保険料

夫が市民税課税で合計所得金額が２００万円未満、妻が市民税非課税の場合

� 夫は第４段階、妻は第３段階

※子供夫婦と暮らしている場合の介護保険料
世帯が市民税課税で、６５歳以上の夫婦がともに市民税非課税の場合の介護保険料は、
夫も妻も各 ４々８，７００円（見込み）となります。

現 況
６町村（上婦負介護保険事務組合）

１ 保険料基準額（第１号被保険者）
月額４，０９５円

２ 所得段階別保険料額

普通徴収に係る保険料の納期
年８回 ７月から２月の各月末日まで

富山市

１ 保険料基準額（第１号被保険者）
月額４，０５２円

２ 所得段階別保険料額

普通徴収に係る保険料の納期
年１２回 毎月の各翌月５日まで
（３月については同月３１日まで）

事務事業名

介護保険料
の算定

介護保険料
の賦課・徴
収事務

年額保険料

２１，９００円

３４，１００円

４８，７００円

６０，８００円

７３，０００円

９０，０００円

割合

０．４５

０．７

基準額

１．２５

１．５

１．８５

対象者

老齢福祉年金受給
者等

住民税非課税者
（世帯員全員非課税）

住民税非課税者

住民税課税者
（所得額２００万円未満）

住民税課税者
（所得額２００万円以
上４００万円未満）

住民税課税者
（所得額４００万円以上）

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

年額保険料

１９，６００円

３４，３００円

４９，１００円

６１，３００円

６８，７００円

８３，４００円

割合

０．４

０．７

基準額

１．２５

１．４

１．７

対象者

富山市と同じ

富山市と同じ

富山市と同じ

富山市と同じ

（所得額２００万円以
上２５０万円未満）

（所得額２５０万円以
上）

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

妻は第３段階

現行の保険料
妻については 富山市 ４８，７００円

大沢野町４９，１００円
大山町 ４９，１００円
八尾町 ４９，１００円
婦中町 ４９，１００円
山田村 ４９，１００円
細入村 ４９，１００円

平成１７年４月からの介護保険料
４８，７００円（見込み）

夫は第４段階

現行の保険料
夫については 富山市 ６０，８００円

大沢野町６１，３００円
大山町 ６１，３００円
八尾町 ６１，３００円
婦中町 ６１，３００円
山田村 ６１，３００円
細入村 ６１，３００円

平成１７年４月からの介護保険料
６０，８００円（見込み）

■介護保険関係事業における現況資料：抜粋

富山地域合併協議会だより
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事務局 
通信 
 

富山地域合併協議会事務局 
〒930-0858 富山市牛島町5番7号 

TEL076-431-3422　 FAX076-431-3423 
ホームページアドレス　http://ww2.ctt.ne.jp/tgpi-01/ 

 Eメールアドレス　tgpi-13@pe.ctt.ne.jp
再生紙と大豆油インキを使用し、環境にやさしい「水なし印刷」を採用しています。 

合併に関するご意見・ご質問があれば、事務局までご連絡ください。 

第３回新市の名称等検討委員会

●３月１０日（水）、富山国際会議場で開催

●出席委員＝１０人

●新市の事務所の位置

「富山市新桜町７番３８号 現富山市役所に置く」こ

とで合意し、第１２回合併協議会に報告することが確認

されました。

【委員から出された意見等】
○住民の視点で、その利便性を最重点に考えるととも

に、行政も機動力が最大限に発揮できる場所、施設

自体の収容能力等も考慮する必要がある。

○誰もが納得できる場所である。

○法に定められている趣旨に合致している。

●その他 確認された事項

①新庁舎建設について、現在協議されている新市建設

計画にはその構想は盛り込まれていないことが確認

されました。また、既存市町村庁舎は、総合行政セ

ンター等に有効活用する方向で協議されていること

も確認されました。

②庁舎機能については、『合併協議会設立時の確認書』

の趣旨に沿って、「分庁方式は採用せず、本庁方式を

基準に今後の協議を進める」ことが確認されました。

（用語説明）

ア．本庁方式：行政機能を１つの庁舎（本庁）に集

約する、又は、既存の市町村庁舎に住民に密着

した事務などを担う支所（総合行政センターな

ど）を設置し対応する方式。

イ．分庁方式：既存の市町村庁舎ごとに、行政機能

を部門ごとに振り分けて対応する方式。

参考資料：構成７市町村庁舎等の概要

協議会や策定委員会の会議内容は、協議会ホームページで紹介しています。

会議資料等を希望される方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。

細入村

楡原１０８８番地

４，２６２．００㎡

１，６２７．００㎡

７９台

鉄筋コンクリート
３階

昭和４７年竣工

JR高山本線
楡原駅徒歩１分

山田村

湯７８０番地

１，３５０．００㎡

１，４３０．２５㎡

１６台

鉄筋コンクリート
４階

平成１４年改築

富山地鉄バス終点

婦中町

速星７５４番地

１４，０７９．３８㎡

７，９０２．００㎡

２３４台

本館：鉄筋コンク
リート５階
別館：鉄骨造３階

本館：昭和５７年
別館：平成４年

JR高山本線
速星駅徒歩４分

畜産試験場

八尾町

福島１５１番地

９，１６０．９９㎡

３，９８５．６８㎡

２４９台

鉄筋コンクリート
本館２階・別館３階

本館：昭和３３年
別館：昭和５６年
JR高山本線
越中八尾駅

徒歩８分

八尾警察署

大山町

上滝５２５番地

２，３５６．９９㎡

２，０６３．７７㎡

１６３台

鉄筋コンクリート
地下１階・地上３階

昭和３３年

富山地方鉄道
上滝駅徒歩３分

有峰少年自然の家

大沢野町

高内３３３番地

１３，０１５．５６㎡

５，６０３．８０㎡

１５３台

鉄筋コンクリート
地下１階・地上５階

昭和４８年

JR高山本線
笹津駅徒歩３０分

大沢野警察署

富山市

新桜町７番３８号

１３，６１６．４１㎡

４３，４７１．３２㎡

３５０台

鉄筋コンクリート
地下２階・地上８階

平成４年

JR北陸本線
富山駅徒歩７分

富山財務事務所
富山税務署
富山労働基準監督署
富山社会保険事務所
富山公共職業安定所

ほか
富山県庁ほか

事務所の位置

敷地面積

延床面積

駐 車 場
収容台数

構 造

建 築

交 通

他の官公署

本
庁
舎
の
概
要
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